
 

 
 

 

― 令和８年度 公募要領 ― 
 
地域包括ケアシステム実現に向け福祉の課題を産業の力で解決することを目指す「ケア

イノベーション」を推進するため、かわさき基準（ＫＩＳ：Kawasaki Innovation Standard）

認証福祉製品等（認証期間内に限る。）を市内の事業所等に導入する際に必要な経費を助成

します。 

 

 

 

【お問合せ・申請先】 

川崎市 経済労働局 イノベーション推進部 成長産業担当 

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 本庁舎 9 階 

電話：044（200）3226 FAX：044（200）3920 

Email:28innova@city.kawasaki.jp 

市ホームページ：https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000186693.html  

 
 

対 象 者 
市内に福祉・介護施設等を有する法人または団体 
（市内に事業所を有して１年以上同一事業を行っていること） 

対 象 事 業 
かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品（以下「認証製品」という。）を市内の事

業所等に導入する事業 

補 助 額 １件あたり 30万円以内 

対 象 経 費 
（１）購入費並びに借受料又は使用料（２）運搬費（３）導入に係る工事費、初

期設定費（注）消費税及び地方消費税相当分については補助対象外となります。 

補 助 率 補助対象経費の１／２以内 

申 請 手 続 
市ホームページの専用フォームから必要書類を提出してください。 
※申請書類は市ホームページからダウンロードしてください。 

受 付 期 間 
令和８年６月３日（水） ～ 令和９年１月２２日（金） 

※先着順（予算が上限に達した時点で受付終了とします） 

mailto:28innova@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000186693.html
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 １ 事業の目的                                    

かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品（以下「認証製品」という。）を市内の事業所等に導入

する際に、その経費に対して補助することにより、ケアイノベーションの推進を図ることを目

的とします。 

 

 ２ 補助対象事業                                   

交付決定を行った年度の２月２８日までに完了することが確実なもので、次の条件全てに該

当する事業が補助対象事業となります。 

（１）認証製品を市内事業所等に導入することで、認証製品の周知・普及の効果が期待され、

自立支援及び介護負担の軽減に向けて製品活用による新たな価値創造に繋がるもの 

（２）認証製品（消耗品を除く。）の購入並びに３か月以上の借受け又は使用であって、かつ、

補助対象経費の総額が６万円以上（税抜）であるもの 

（３）導入を行う市内事業所等において、申請日より前の１年以内に試用又は製品販売事業者

等から試用に代わる説明を経た実績（止むを得ず試用が難しい場合に限る。）を踏まえ

て導入するものであって、単に買換え等による事情でないもの 

（４）導入を行う市内事業所等において、補助対象となる認証製品と同一製品の購入並びに３

箇月以上の借受け又は使用の実績がないこと。 

（５）国、地方公共団体その他の団体又は機関等から本事業と重複した補助交付決定を受けて

いないこと。 

（６）補助事業者の自社製品の調達でないこと。 

※ 「導入」とは市内事業所等において製品を設置並びに配置又はインストールすることを

指し、事業所内のパソコンにソフトウェアをインストールしたり、運営するホームページ

に機能を追加したりすることを含みます。 

 

 ３ 補助対象者                                    

次の条件を全て満たす者が補助対象者となります。 

（１）介護福祉サービスを提供する事業所、医療機関、商業施設、ホテル、スポーツ施設、そ

の他認証製品の導入及び活用が可能な施設等を市内に有する法人又は団体 

（２）市内で引き続き１年以上、同一の事業を営み、補助対象事業を市内の事業所で行う者 

（３）市民税を滞納していないこと。 

（４）同一年度内に本事業の補助を受けていないこと。 

（５）代表者又は役員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第６号

に規定する暴力団員に該当しないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有す

る団体でないこと。 

 ４ 補助金の額及び補助率                               

補助金の額は、３０万円を限度とします。 

補助率は、補助対象経費の２分の１以内です。 

※補助金は、補助対象事業終了後の確定払いになります。 

 

 ５ 補助対象経費                                   

次に掲げるものが補助対象経費となります。 
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（１）認証製品の購入費並びに借受料又は使用料 

（２）運搬費 

（３）導入に係る工事費及び初期設定費 

※ 複数種類の認証製品を組み合わせて申請することも可能です。 

※ 消費税及び地方消費税に相当する額及び振込手数料等の支払いに係る手数料相当分は

補助対象経費となりません。 

※ 補助交付決定日前に支出した費用は補助対象経費となりません。 

※ 複数年度分の借受料を一括して支払った場合であっても、交付決定を行った年度の２月

２８日までに相当する借受料が補助対象経費となります。 

※ パソコン等汎用性が高く他の事業にも使用できるものの購入費用等は補助対象経費と

なりません。 

 

 ６ 補助対象期間                                   

補助対象期間は、交付決定日から令和９年２月２８日までです。 

 

 ７ 申請書類                                     

次の書類を各１部揃えて提出してください。 

（１）補助金交付申請書（第１号様式）※押印不要です。 

（２）誓約書（第２号様式）※押印不要です。 

（３）登記事項証明書（履歴事項全部証明書）原本（※直近３か月以内のもの）又はその写し 

又は定款・組合員名簿・総会の議事録（補助事業申請の議決があるもの） 

（４）市民税納税証明書原本（※直近３か月以内のもの）又はその写し 

（５）導入事業所の概要資料（パンフレット又はホームページを印刷したもの等） 

（６）見積書の写し（補助対象経費算定の根拠が分かるもの） 

（７）導入製品のカタログ等（必要ページのみ） 

（８）許可・認可届の必要な業種はその写し 

（９）補助希望の優先順位が分かる書類（複数種類の認証製品等を導入する場合） 

（10）提出書類チェックシート 

※ 提出書類は返却しません。上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 

 

 ８ 申請書類の提出                                 

申請書類は、申請期間中に申請フォームより提出してください。 

（申請フォーム） 

 https://logoform.jp/form/FUQz/1560576  
 

 ９ 交付の手順と方法                                 

補助金の交付決定にあたり、次の手順で審査を実施いたします。 

（１）申請書類の確認 

提出された申請書類について、記載内容や添付書類の有無等の確認を行います。 

（２）審査 

提出された申請書類をもとに、要綱に基づき審査を行います。 

https://logoform.jp/form/FUQz/1560576
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（３）交付決定 

上記（２）の結果を踏まえ、交付金額を決定します。採択された事業者には、交付決定

金額が記載された交付決定通知と、かわさき基準のロゴマークシールを送付します。 

 

 １０ 交付決定後の手続きについて                          

交付決定通知が届きましたら、令和９年２月２８日までに完了するよう、速やかな手続きを

お願いいたします。 

（１） 認証製品の発注及び経費の支払い 

認証製品の導入に関する発注及び経費の支払いをお願いします。発注の際「川崎市福祉

製品導入促進補助金を利用すること」および「令和９年２月２８日までに対象事業を完

了させる必要があること」をお伝えください。 

（２） かわさき基準の普及促進に向けた取組 

認証製品が届きましたら、交付決定時にお送りしたかわさき基準のロゴマークシール

を貼り付ける等、当該製品が、かわさき基準の認証製品であることの明示を、使用に支

障が無い範囲でお願い致します。 

  ※認証製品がソフトウェアであるなど、シールを貼り付けることが出来ない製品の場合の 

対応は個別にご相談ください。 

 

 １１ 交付決定の取消等                               

次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消し、既

に交付した補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。 

（１）国、地方公共団体その他の団体等から本事業と重複した補助交付決定を受けた場合 

（２）補助申請に関して、虚偽、その他不正があったとき。 

（３）補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。 

（４）補助金の交付に関する要件を欠くこととなったとき。 

（５）補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に基づき市長が行った

指示、若しくは命令に違反したとき。 

（６）その他、要綱の規定に違反したとき。 

※ 補助金の返還をしていただくときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日ま

での日数に応じ、当該補助金の額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加

算金を本市に納付する必要があります。 

※ 補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合は、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセン

トの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければなりません。 

 

 １２ 事業計画の変更等                                

 交付決定した事業内容等を変更又は中止するときは、予め市長の承認が必要となります。そ

の場合は、速やかに変更（中止）申請書を提出してください。 

 

 １３ 実績報告                                    

補助対象事業が完了したときは、所定の完了報告書に次の必要書類を添付して提出してくだ
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さい。 

（１）補助事業に係る支払いを証する書類の写し（領収書又は振込書及びその内訳がわかる請

求書等） 

（２）認証製品等の導入の状況を示す写真 

 ※ かわさき基準のロゴマークシールを貼り付けている等、かわさき基準の認証製品である

ことを明示等している場合はその箇所が分かる写真も添付をお願いします。 

（３）その他市長が必要と認めた書類 

※ 補助対象経費の算定は、事業完了日までに支払いを行った経費を対象とします。なお、

口座引落やクレジットカード決済による支払いは、原則として、補助事業者の銀行口座

から引き落としが実行された時点をもって支払いが行われたものとします。 

 

 １４ 交付金額の確定と補助金の交付                          

報告された内容を審査し、適正であると認めたときに、補助金の額を確定します。確定後に、

交付決定企業からの請求により、補助金を交付します。 

 

 １５ 届出の義務                                   

補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から５年以内に、次の各号のいずれかに該当

する事由が生じたときは、速やかに市長に届け出てください。 

（１）事業所を移転し、又は名称若しくは代表者を変更したとき 

（２）合併、事業の中止、解散又は強制執行を受ける等重大な事故が生じたとき 

 

 １６ 書類の保管                                   

補助対象事業に関わる関係書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から５年

間保存しなければなりません。 

 

 １７ 産業財産権の帰属等                              

産業財産権の具体的な取扱いについては、次のとおりです。 

（１）事業により得られた産業財産権（特許権等）は、発明者に帰属します。ただし、補助金

が交付された翌年度から起算して 5 年以内に、補助事業に関して特許等の出願をし、又

はこれらの権利を取得したときは、市長に報告しなければなりません。 

（２）産業財産権の全部又は一部の譲渡等を行おうとする場合は、事前に市長の承認を受けな

ければなりません。 

 

 １８ 取得財産の管理                                

この補助事業により取得した福祉製品等の財産の所有権は、申請者に帰属します。但し、財

産管理、処分等に関しては、次のような制限があります。 

（１）この補助事業により取得した財産については、補助事業終了後も善良なる管理者の注意

をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければなりません。 

（２）補助事業者は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）

を踏まえ、市長が別に定める期間内にこの補助事業により取得した財産を処分する必要

がある場合には、事前に市長の承認を受けなければなりません。 
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 １９ その他                                     

（１）報道機関等に認証製品等の導入やその効果を発表する場合は、本制度によるものである

ことを明記してください。また、公表資料を本市に提出してください。 

（２）導入にあたっては、可能な範囲で製品の紹介を施設内で掲示するほか、かわさき基準の

説明やロゴマークを付すなど、認証製品等の周知及び普及を目的とした広報に積極的に

御協力をお願いします。 

（３）補助事業者には、かわさき基準（ＫＩＳ）認証福祉製品の普及について、市が実施する

広報活動（パンフレット作成、講演、ヒアリング等）に御協力をお願いすることがあり

ます。特に、製品導入後の効果や感想を伺うため、ヒアリングについてはすべての事業

者に対してご協力いただきますのでよろしくお願い致します。 

（４）導入する認証製品等の使用方法や購入後の対応については、製造・販売元に直接御確認

ください。 

（５）本事業により、導入した福祉製品等を使用する際には、使用上の注意に従い、安全に利

用する責務が生じるとともに、使用者が安全に利用できるよう適切な情報提供をお願い

します。本市が当該製品等の安全性や使用によって生じた事故等の責任を負うことはあ

りません。 
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 ２０ 年間スケジュール                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

６月３日～ 

１月２２日 

 

申請書の受付 

審査 

交付決定 

実績報告書の受付 

交付額の確定 

支払い 

（申請後１か月以内） 

３月末までに 

４月末までに 

２月２８日までに 
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様式・記入例 
 

【様式】 

第 1 号様式 補助金交付申請書 

第 2 号様式 誓約書 

 

【記入例】 

交付申請書 

 

【その他】 

提出書類チェックシート 
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第１号様式（第８条関係） 

  令和８年度川崎市福祉製品導入促進補助金交付申請書 

     令和  年  月  日  
（宛先）川 崎 市 長     

     
  所 在 地   
  （ ふ り が な ）   
  企 業 名   

  （ ふ り が な ）   
  代表者職・氏名   
     

  〔担当者〕   
  （ ふ り が な ）   
  所 属 ・ 役 職   
  （ ふ り が な ）   
  氏 名   

  
ＴＥＬ 
E-mail 

 
 
  

 令和８年度において、川崎市福祉製品導入促進補助金に係る次の補助事業を実施したいので、

補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

1 補 助 対 象 事 業 名                 

2 
福祉製品等導入事業所名及び住所 
（ 複 数 の 場 合 主 た る 事 業 所 ） 

 

3 事 業 経 費  円 （別紙２の C と同額） 

4 補 助 対 象 経 費 
（※事業経費から補助対象外経費を除いたもの） 

 円 （別紙２の B と同額） 

5 
補 助 申 請 額 
（※補助対象経費額×補助率：補助限度額を上限） 

千 円 （※千円未満切り捨て） 

6 製 品 導 入 時 期  

7 事 業 計 画 別紙のとおり 
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（別紙１） 
  令和８年度川崎市福祉製品導入促進補助金（事業計画） 

１ 法人概要 

法 人 名  

代 表者 職・ 氏名  

本 店 所 在 地 
〒 
 
電話 

設 立 年 月 日    年  月  日 

資 本 金 ( 千 円 )                    千円 

事 業 内 容 

（業種・業務内容等） 

 

２ 事業計画 
福 祉 製 品 等 の 
名称・導入実績有無 
（事業で複数ある場合は

希 望 順 位 ） 

 

導 入 場 所  

試用・試用に代わる説明を

受 け た 日  

導 入 目 的 
（期待する効果）・ 
想定 する利用 場面 

 

 

 

購 入 先 （ 予 定 ） 
並びに 

工 事 業 者 名 又 は 
システム導入事業者名 

 

※必要に応じて、図面・カタログ等、事業内容を説明する資料を添付してください。 
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（別紙２） 
３ 事業経費 

(１)導入福祉製品等の名称等 

（単位：円） 

福 祉 製 品 名 単 価 （ 税 抜 ） 金 額 （ 税 込 ） 

   

   

   

   

   

合        計  A 

 

(２)補助対象経費の内訳 

（単位：円） 

区 分 
① 補助対象経費 

（税抜） 
② 補助対象外経費 ③事業経費（税込） 

福 祉 製 品 等   A 

設 置 工 事 費 ・ 
初 期 設 定 費 等 

   

    

    

    

    

    

そ の 他 経 費    

合 計 B  C 

※①補助対象経費＝③事業経費－②補助対象外経費（消費税等） 
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第２号様式（第８条関係） 

誓 約 書 

 
 令和  年  月  日 

（宛先）川 崎 市 長 
 

所 在 地                

企 業 名                

代表者職・氏名                

 
 
 

申請者及び申請者の役員は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止に関する法第２条
第６号に規定する暴力団員）に該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、交付決定の取消等その他の不利
益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴職において必要と判断した場合に、下記「役員等名簿」により提出する当方の個人
情報を警察に提供することについて同意します。 

 
 

〔役 員 等 名 簿〕 
 

役職 氏名
フリガナ

 性別 住所 生年月日（和暦） 

     

     

     

     

     

     

     

（注１）氏名には、フリガナを付して下さい。 

（注２）当名簿に記載する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、

取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 

（注３）性別の記入は任意です。 
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第１号様式（第８条関係） 

  令和８年度川崎市福祉製品導入促進補助金交付申請書 

     令和  年  月  日  
（宛先）川 崎 市 長     

     
  所 在 地   
  （ ふ り が な ）   
  企 業 名   

  （ ふ り が な ）   
  代表者職・氏名   
     

  〔担当者〕   
  （ ふ り が な ）   
  所 属 ・ 役 職   
  （ ふ り が な ）   
  氏 名   

  
ＴＥＬ 
E-mail 

 
 
  

 令和８年度において、川崎市福祉製品導入促進補助金に係る次の補助事業を実施したいので、

補助金交付要綱第８条第１項の規定により、次のとおり申請します。 

1 補 助 対 象 事 業 名 
  〇〇〇〇の導入事業 

2 
福祉製品等導入事業所名及び住所 
（ 複 数 の 場 合 主 た る 事 業 所 ） 

  川崎市〇〇〇事業所  
  （川崎市〇〇区〇〇…） 

3 事 業 経 費 ３６３，０００    円 （別紙２の C と同額） 

4 補 助 対 象 経 費 
（※事業経費から補助対象外経費を除いたもの） 

 ２９０，０００    円 （別紙２の B と同額） 

5 
補 助 申 請 額 
（※補助対象経費額×補助率：補助限度額を上限） 

    １４５  千 円 （※千円未満切り捨て） 

6 製 品 導 入 時 期 令和８年〇〇月頃 

7 事 業 計 画 別紙のとおり 

〇〇〇〇には導入する 
製品名をご記入ください。 

申請月の翌月以降を 
ご記入ください。 

ソフトウェアを導入する場
合、インストールする事業
所を、ホームページを改修
する場合はその URL をご記
入ください。 
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（別紙１） 
  令和８年度川崎市福祉製品導入促進補助金（事業計画） 

１ 法人概要 

法 人 名  

代 表者 職・ 氏名  

本 店 所 在 地 
〒 
 
電話 

設 立 年 月 日    年  月  日 

資 本 金 ( 千 円 )                    千円 

事 業 内 容 

（業種・業務内容等） 

 

２ 事業計画 
福 祉 製 品 等 の 
名称・導入実績有無 
（事業で複数ある場合は

希 望 順 位 ） 

希望順位１：〇〇〇〇（Ⅰ） 導入実績なし 
希望順位２：〇〇〇〇（Ⅱ） 導入実績なし 

導 入 場 所 
川崎市〇〇〇事業所 ２階〇〇室 

  川崎市△△△事業所 ３階△△室（川崎市〇〇区〇〇…） 

試用・試用に代わる説明を

受 け た 日   令和７年〇〇月〇〇日 

導 入 目 的 
（期待する効果）・ 
想定 する利用 場面 

（例） 
〇〇〇〇による高齢者・障害者等の自立支援や介護者等の負担軽減 

（例） 
 ・●●の際、〇〇〇〇により、高齢者・障害者等が〇〇〇〇することで、 
  身体機能の回復等の自立支援が期待できる。 
 ・●●の場面で、〇〇〇〇すうることにより、安全に〇〇〇を実施できる

ようになり、介護者等の負担軽減が期待できる。 
購 入 先 （ 予 定 ） 

並びに 
工 事 業 者 名 又 は 
システム導入事業者名 

  株式会社〇〇〇〇 

※必要に応じて、図面・カタログ等、事業内容を説明する資料を添付してください。 

当補助事業の目的は「高齢者・障害者等の自立支援」及び 
「介護者の負担軽減」であるため、 
製品の導入が目的に繋がるものであることをご記入ください。 

申請日より前の１年以内が 
条件となります。 
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（別紙２） 
３ 事業経費 

(１)導入福祉製品等の名称等 

（単位：円） 

福 祉 製 品 名 単 価 （ 税 抜 ） 金 額 （ 税 込 ） 

〇〇〇〇（Ⅰ） ２００，０００  ２２０，０００  

 〇〇〇〇（Ⅰ）のオプション品 ４０，０００  ４４，０００  

〇〇〇〇（Ⅱ）  ５０，０００  ５５，０００  

   

   

合        計  A   ３１９，０００ 

 

(２)補助対象経費の内訳 

（単位：円） 

区 分 
① 補助対象経費 

（税抜） 
② 補助対象外経費 ③事業経費（税込） 

福 祉 製 品 等 ２５０，０００  ６９，０００  A   ３１９，０００ 

設 置 工 事 費 ・ 
初 期 設 定 費 等 

４０，０００   ４，０００  ４４，０００  

    

    

    

    

    

そ の 他 経 費    

合 計 B   ２９０，０００ ７３，０００  C   ３６３，０００ 

※①補助対象経費＝③事業経費－②補助対象外経費（消費税等） 
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提出書類チェックシート 【各１部ご準備ください。】 

 書類名 確認事項 チェック 

１ 

補助金交付申請書 

【第１号様式】 

※押印不要です。 

【必須】 

・記入例に基づいて記載されているか 

 

２ 

誓約書 

【第２号様式】 

※押印不要です。 

【必須】 

・役員等名簿には、登記簿謄本に掲載されて

いる役員全員分が記載されているか 

 

３ 

登記簿謄本（履歴事項全部証

明書）原本又は写し  又は 

定款・組合員名簿・総会の議事

録（補助事業申請の議決があ

るもの） 

【必須】 

・直近３ヶ月以内に発行したものであるか 

 

４ 
市民税納税証明書原本又は写

し 

【必須】 

・直近３ヶ月以内に発行したものであるか 

 

５ 
事業所パンフレット又はホー

ムページを印刷したもの 
【必須】 

 

６ 見積書の写し 
【必須】 

・有効期限内のものであるか 

 

７ 導入製品のカタログ等 【必須】 
 

８ 
許可・認可届の必要な業種は

その写し 
【必要に応じて】 

 

９ 
補助希望の優先順位が分かる

書類 
【必要に応じて】 

 

10 交付決定後の手続きについて    

交付決定後、令和９年２月２８日までに導

入が完了できる。また、導入をした認証製

品について、使用に支障がある場合を除

き、かわさき基準のロゴマークを明示等す

ることができる。 

 

11 

 
事業完了後の確認について 

製品を実際に導入した後、利用状況や使用

感について、市からヒアリングを受けるこ

とができる。 

 

※ 提出書類は返却しません。上記以外に追加資料の提出を求める場合があります。 


